
問合先 新型コロナウイルスワクチン接種室
（あいあい　☎98－5565）令和５年秋開始接種のお知らせ

　８月９日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、令和５年秋開始接種の対象者や使用
するワクチンなどについて方針が示されました。秋開始接種は、新型コロナウイルス感染症による重症者を減らす
目的のもと、高齢者など重症化リスクの高い人には接種勧奨しつつ、その他の全ての人に接種の機会を提供する
ものです。今後、必要な法令改正などを経て、９月２０日以降に接種を開始します。

※「基礎疾患を有する人等」については、令和５年春開始接種を接種した人に接種券を送付します。(申請不要)
※上表の対象者以外の人は、現在、調整中のため決定次第、あらためて市ホームページなどでお知らせします。

■接種対象者　初回接種を終了した生後６カ月以上のすべての人

■使用ワクチン　オミクロン株(XBB.1.5)対応１価ワクチン
■接種場所　・あいあい(集団接種)　　・市立医療センター(個別接種)
■予約方法　接種券が届きましたら、同封の案内文を確認し、予約開始日以降に予約してください。

■令和５年秋開始接種スケジュール（予定）

市ホームページからも
アクセスできます。

【受付時間】
平日（月～金曜日）午前９時～午後５時

予約時は、
お手元に接種券を
ご用意ください。
10桁の「お問い合
わせ番号」が必要
です。 ※ご予約の際は、予約専用ダイヤルへの電話のお掛け間違いにご注意ください。

インターネット予約（24時間受付）電話予約【予約専用ダイヤル】
https://jump.mrso.jp/242101/0120－946－301

新型コロナウイルスワクチン

15歳以下のお子さんのワク
チン接種予約は電話予約のみ
となり、インターネットでの予
約受付はできませんのでご注
意ください。

お知らせワイドお知らせワイド

お知らせワイドお知らせワイド

　普段、目にすることのない下水道ですが、自然環境を守り、皆さんの快適な生活環境を支えるため、日々重要
な役割を果たしています。下水道の役割が十全に発揮されるよう、市の下水道整備と各家庭における下水道へ
の接続および適切な使用にご理解とご協力をお願いします。

●自宅の排水設備工事を行い、下水道に接続しましょう
　公共下水道への接続は、下水道法および市条例により義務付けられています。皆さんの安心で衛生的な暮ら
しのため、自宅に排水設備を設置し、一日でも早く接続いただくようお願いします。

下水道の役割
１�「美しい自然」を守ります
　汚水は下水道管を通して下水
処理場へ送られ、きれいな水に
処理してから川や海に流されま
す。これにより、川や海の水質が
保たれ、美しい自然環境が守ら
れます。

２�「きれいなまち」をつくります
　家庭や事業所等から出た汚水を
地中にある下水道管により速やか
に排除します。道路側溝などに汚水
が留まらないため、ハエ・蚊等の害
虫や悪臭の発生を防ぎ、まちが美し
く清潔になります。

３�「快適な生活」を実現します
　家庭や事業所等からの雑排水の
集合処理とトイレの水洗化によ
り、衛生的で文化
的な生活環境に改
善することができ
ます。

●下水道を正しく使いましょう
　下水道は、みんなで使用する公共の財産です。下水道を使う一人ひとりがマナーを守って上手に使いましょう。
　◦台所の油やごみは流さない　　　　　　　◦水洗トイレでは溶ける紙以外を流さない
　◦ガソリンなどの危険物を流さない　　　　◦髪の毛を流さない
　◦雨水は流さない　　　　　　　　　　　　◦マンホールやますにごみを捨てない

下水道　みえないところで　ファインプレー
（令和５年度下水道推進標語）

９
月
10
日
は

問合先
下水道課下水道管理グループ（☎97－0628）
　　　　下水道工務グループ（☎97－0627）

のの

接種対象者 接種券送付日 予約開始日 接種開始日

令和５年６月までに最終接種を終了した 65歳以上の高齢者および基
礎疾患を有する人等（努力義務が適用されている人） ９月上旬 ９月中旬 ９月20日以降
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